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○久留米市子ども・子育て支援法施行細則 

平成２７年３月３１日 

久留米市規則第４０号 

改正 平成２７年９月１１日規則第５８号 

平成２７年１０月１３日規則第６６号 

平成２７年１２月２８日規則第１０２号 

平成２８年３月３１日規則第７６号 

平成２９年１月３１日規則第３号 

平成２９年３月３１日規則第２５号 

平成２９年９月２１日規則第５０号 

平成３０年１０月５日規則第４８号 

令和元年７月２９日規則第１３号 

（題名改称） 

令和２年１０月３０日規則第５４号 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 子どものための教育・保育給付 

第１節 教育・保育給付認定等（第３条―第１０条） 

第２節 保育の利用（第１１条―第１３条） 

第３節 利用者負担（第１４条―第１７条） 

第４節 特定教育・保育施設等の確認（第１８条―第２０条） 

第３章 子育てのための施設等利用給付 

第１節 施設等利用給付認定等（第２１条・第２２条） 

第２節 特定子ども・子育て支援施設等の確認（第２３条） 

第４章 雑則（第２４条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）、

子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号。以下「政令」という。）、子

ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号。以下「府令」という。）の
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施行並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条に規定する保育の利用の手

続等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び府令並びに児童福祉法で使用する

用語の例による。 

第２章 子どものための教育・保育給付 

（令元規則１３・改称） 

第１節 教育・保育給付認定等 

（令元規則１３・節名追加） 

（保育の必要性の事由） 

第３条 府令第１条の５第１号の規定により市が定める時間は、６４時間とする。 

２ 府令第１条の５第１０号の規定により市が認める事由は、次の各号に定めるとおりとす

る。 

(1) 別居の親族を常時介護又は看護していること。 

(2) 府令第１条の５第１号から第９号までに類する事由として市長が認めるもの 

（令元規則１３・一部改正） 

（教育・保育給付認定申請書等の様式） 

第４条 法第２０条第１項の規定により同項に規定する認定を受けようとする小学校就学

前子どもの保護者が提出しなければならない府令第２条第１項の申請書は、次に掲げる認

定の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる様式によるものとする。 

(1) 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに係る認定（以下「１号認定」

という。） 教育・保育給付認定申請書（施設利用申請書兼児童台帳）【１号認定用】

（第１号様式） 

(2) 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに係る認定（以下「２号認定」

という。）又は同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る認定（以下「３号認定」

という。） 教育・保育給付認定申請書（施設利用申請書兼児童台帳）【２号・３号認

定用】（第１号様式の２） 

２ 法第２２条の規定により教育・保育給付認定保護者が毎年提出しなければならない府令

第９条第１項の届出は、次に掲げる認定の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる様式に

よるものとし、毎年市長が指定する日までに届け出るものとする。 

(1) １号認定 現況届【１号認定用】（第１号様式の３） 
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(2) ２号認定又は３号認定 現況届兼利用申請書【２号・３号認定用】（第１号様式の

４） 

３ 法第２３条第１項の教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給

付認定保護者が提出しなければならない府令第１１条第１項の申請書及び府令第１５条

第１項の届書は、次に掲げる認定の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる様式によるも

のとする。 

(1) １号認定 教育・保育給付認定申請内容変更申請書【１号認定用】（第１号様式の

５） 

(2) ２号認定又は３号認定 教育・保育給付認定申請内容変更申請書【２号・３号認定

用】（第１号様式の６） 

４ 府令第１６条第１項の規定による支給認定証の再交付の申請に係る同条第２項の申請

書は、支給認定証再発行申請書（第１号様式の７）によるものとする。 

５ 法第２０条第４項前段（法第２３条第３項において準用する場合を含む。）及び府令第

１２条第１項の規定による教育・保育給付認定の結果の通知並びに法第２０条第４項後段

の支給認定証は、教育・保育給付認定通知書（第２号様式）によるものとする。 

６ 法第２０条第５項（法第２３条第３項において準用する場合を含む。）の規定による給

付を受ける資格を認められない旨の通知は、教育・保育給付認定却下通知書（第３号様式）

によるものとする。 

７ 法第２０条第６項ただし書（法第２３条第３項において準用する場合を含む。）の規定

による処分の延期の通知は、教育・保育給付認定延期通知書（第４号様式）によるものと

する。 

（平２７規則６６・平２９規則５０・令元規則１３・一部改正） 

（保育必要量の認定） 

第５条 法第２０条第３項の規定による保育必要量の認定を府令第４条第２項（府令第１３

条第１項において準用する場合を含む。）の規定により府令第４条第１項本文に規定する

区分に分けずに行う場合は、原則として、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ

当該各号に掲げる時間を保育必要量として認定するものとする。 

(1) 府令第１条の５第３号に掲げる事由 １月当たり平均２７５時間まで（１日当たり

１１時間までに限る。） 

(2) 府令第１条の５第６号に掲げる事由 １月当たり平均２００時間まで（１日当たり

８時間までに限る。） 
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（令元規則１３・一部改正） 

（教育・保育給付認定の有効期間） 

第６条 府令第８条第４号ロの規定により市が定める期間は、９０日とする。 

２ 府令第８条第６号及び第１２号の規定により市が定める期間は、育児休業が終了する日

の属する月の末日までとする。 

３ 府令第８条第７号及び第１３号の規定により市が定める期間は、保育の必要性の事由に

該当するものとして認めた事情を勘案して市長が別に定める期間とする。 

（令元規則１３・一部改正） 

第７条 削除 

（平２７規則６６） 

（教育・保育給付認定の取消通知の様式） 

第８条 法第２４条第１項の規定による支給認定の取消しに係る府令第１４条第１項の規

定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書（第５号様式）によるものとする。 

（令元規則１３・一部改正） 

第９条 削除 

（平２９規則５０） 

第１０条 削除 

（平２７規則６６） 

第２節 保育の利用 

（令元規則１３・節名追加） 

（保育の利用の申込み） 

第１１条 保育所若しくは認定こども園において保育を受けること又は地域型保育事業に

よる保育を受けること（以下「保育の利用」という。）を希望する教育・保育給付認定保

護者又は教育・保育給付認定を受けようとする保護者（認定こども園については、２号認

定又は３号認定を受けた教育・保育給付認定保護者又は当該認定を受けようとする保護者

に限る。）は、市長に保育の利用を申し込むものとする。 

２ 前項に規定する申込みは、教育・保育給付認定申請書（施設利用申請書兼児童台帳）【２

号・３号認定用】（第１号様式の２）を市長に提出することにより行うものとする。 

３ 第１項に規定する申込みは、法第２０条第１項の規定による認定の申請と兼ねることが

できる。 

（平２７規則６６・令元規則１３・一部改正） 
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（保育の利用の決定等） 

第１２条 市長は、乳児、幼児その他の児童（以下「児童」という。）を保育所において保

育することを決定したときは、保育所入所承諾書（第６号様式）によりその保護者に通知

するものとする。 

２ 市長は、児童を認定こども園において保育することを決定したときは、認定こども園保

育利用内定通知書（第７号様式）によりその保護者に通知するものとする。 

３ 市長は、児童を地域型保育事業により保育することを決定したときは、保育利用内定通

知書（第８号様式）によりその保護者に通知するものとする。 

４ 市長は、児童福祉法第２４条第３項の規定による調整及び要請を行ってもなお、保育の

利用ができないときは、保育利用調整結果通知書（兼）入所保留通知書（第９号様式）に

より、児童の保護者に通知するものとする。 

（平２９規則３・令元規則１３・一部改正） 

（保育の実施の解除） 

第１３条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除することがで

きる。 

(1) 保育の実施期間の満了前において保育の実施理由が消滅したとき。 

(2) 児童が転出又は死亡したとき。 

(3) 保護者から申出があったとき。 

(4) 児童福祉法第２４条第５項及び第６項の保育の措置の必要がなくなったとき。 

２ 市長は、前項の規定により保育の実施を解除したときは、保育実施解除通知書（第１０

号様式）により、当該児童の保護者に通知するものとする。 

（令元規則１３・一部改正） 

第３節 利用者負担 

（令元規則１３・節名追加） 

（教育・保育の実施に関する利用者負担額） 

第１４条 法第２７条第３項第２号、第２８条第２項各号、第２９条第３項第２号及び第３

０条第２項各号の規定により市長が定める額（以下「利用者負担額」という。）は、１号

認定を受けた子ども及び２号認定を受けた子ども（満３歳に達する日以後の最初の３月３

１日までの間にある者を除く。）にあっては０とし、３号認定を受けた子ども及び２号認

定を受けた子どものうち満３歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者に

あっては別表の左欄に掲げる入所児童の属する世帯の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額
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とする。 

２ 月の中途で教育・保育給付認定を受け、特定教育・保育を利用することとなった者又は

月の中途で特定教育・保育の利用を中止することとなった者に係る利用者負担額は、府令

第５９条に規定する日数を基準として、その月の在籍日数に応じて日割り計算によって得

た額とする。 

３ 前項の利用者負担額に１０円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 

（令元規則１３・全改） 

（利用者負担額に関する事項の通知） 

第１５条 府令第７条（府令第１３条第１項において準用する場合を含む。）の規定による

利用者負担額に関する事項の通知は、教育・保育給付に係る利用者負担額（保育料）決定

通知書（第１１号様式）により行うものとする。 

２ 市長は、利用者負担額を変更したときは、教育・保育給付に係る利用者負担額（保育料）

変更通知書（第１２号様式）により通知するものとする。 

（令元規則１３・一部改正） 

（利用者負担金の納付） 

第１６条 保育所を利用した場合の利用者負担金は、毎月末日（１２月については同月２５

日）までに、教育・保育給付に係る利用者負担金（保育料）納付通知書（第１３号様式又

は第１４号様式）又は口座振替により納付しなければならない。 

２ 前項の納付期限が民法（明治２９年法律第８９号）第１４２条に規定する休日又は土曜

日に該当するときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその納付期限とみな

す。 

３ 市長は、第１項の規定により徴収した利用者負担金について過誤納金を充当するときは、

教育・保育給付認定保護者に対し、教育・保育給付に係る利用者負担金（保育料）充当通

知書（第１５号様式）によってこれを通知する。 

４ 市長は、第１項の規定により徴収した利用者負担金について過誤納金を還付するときは、

教育・保育給付認定保護者に対し、教育・保育給付に係る利用者負担金（保育料）過誤納

金還付通知書（第１６号様式）によってこれを通知する。 

５ 保育所以外の特定教育・保育施設等を利用した場合の利用者負担金の納付については、

それぞれの施設等の利用契約に基づいて行うものとする。 

（令元規則１３・一部改正） 

（徴収猶予） 
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第１７条 市長は、教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、そ

の申請により利用者負担金の徴収の猶予及び減免をすることができる。 

(1) 所得が減少したため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 

(2) 災害その他特別の事由により生活が著しく困難となった者 

(3) 前２号に掲げる者のほか、市長が特別の理由があると認める者 

（平２８規則７６・令元規則１３・一部改正） 

第４節 特定教育・保育施設等の確認 

（令元規則１３・節名追加） 

（特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準） 

第１８条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域

型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等（平成

２７年３月内閣府告示第４９号（以下「告示」という。））第１６条の規定による市立保

育所（久留米市立保育所設置条例（昭和６２年久留米市条例第５号）第２条に規定する市

立保育所をいう。以下同じ。）における特定教育・保育に要する費用の額の算定に関する

基準は、告示第２条に規定する内閣総理大臣が定める基準に準ずるものとする。 

２ 市立保育所における特別利用保育に要する費用の額の算定に関する基準は、告示第３条

に規定する内閣総理大臣が定める基準に準ずるものとする。 

（特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請） 

第１９条 府令第２９条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書（第１７号様式）によ

るものとする。 

２ 府令第３９条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書（第１８号様式）によるも

のとする。 

（確認の変更に係る申請等） 

第２０条 府令第３１条又は第４０条の申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書（第

１９号様式）によるものとする。 

２ 府令第３３条第１項若しくは第３４条（第４１条第３項において準用する場合を含む。）

又は第４１条第１項の規定による届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書（第２

０号様式）により行うものとする。 

第３章 子育てのための施設等利用給付 

（令元規則１３・追加） 

第１節 施設等利用給付認定等 
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（令元規則１３・追加） 

（施設等利用給付認定申請書等の様式） 

第２１条 法第３０条の５第１項の規定により施設等利用給付認定を受けようとする小学

校就学前子どもの保護者が提出しなければならない府令第２８条の３第１項の申請書、法

第３０条の８第１項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとする

施設等利用給付認定保護者が提出しなければならない府令第２８条の８第１項の申請書

は、次に掲げる認定の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる様式によるものとする。 

(1) 法第３０条の４第１号に掲げる小学校就学前子どもに係る認定（以下「第３０条の

４第１号認定」という。） 施設等利用給付認定・変更申請書【第３０条の４第１号認

定用】（第２１号様式） 

(2) 法第３０条の４第２号に掲げる小学校就学前子どもに係る認定（以下「第３０条の

４第２号認定」という。）又は法第３０条の４第３号に掲げる小学校就学前子どもに係

る認定（以下「第３０条の４第３号認定」という。） 施設等利用給付認定・変更申請

書【第３０条の４第２号・第３号認定用】（第２２号様式） 

２ 法第２３条第１項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定申請を法第３０条の５

第１項の規定による施設等利用給付認定の申請（以下「施設等利用給付認定申請」という。）

と併せて行おうとする教育・保育給付認定保護者が提出しなければならない申請書は、教

育・保育給付認定変更申請書【１号認定への変更】兼施設等利用給付認定申請書【第３０

条の４第２号・第３号認定用】（第２３号様式）によるものとする。 

３ 施設等利用給付認定申請の際の届出事項を変更する必要が生じた施設等利用給付認定

保護者が府令第２８条の１２第１項の規定により提出しなければならない届書は、施設等

利用給付認定変更届（第２４号様式）によるものとする。 

４ 法第３０条の５第３項の規定により施設等利用給付認定を行った場合の通知は、施設等

利用給付認定通知書（第２５号様式）によるものとする。 

５ 法第３０条の５第４項の規定による施設等利用給付を受ける資格を有すると認められ

ない旨の通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書（第２６号様式）によるものとする。 

６ 法第３０条の７の規定により施設等利用給付認定保護者が毎年提出しなければならな

い届出は、施設等利用給付認定（現況届）（新２号・新３号認定用）（第２２号様式の２）

によるものとする。 

７ 法第３０条の８第２項又は第４項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を行

った場合の通知は、施設等利用給付認定変更通知書（第２７号様式）によるものとする。 
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８ 法第３０条の９の規定による施設等利用給付認定の取消しに係る通知は、施設等利用給

付認定取消通知書（第２８号様式）によるものとする。 

（令元規則１３・追加、令２規則５４・一部改正） 

（施設等利用給付認定の有効期間） 

第２２条 府令第２８条の５第４号ロの規定により市が定める期間は、９０日とする。 

２ 府令第２８条の５第６号の規定により市が定める期間は、育児休業が終了する日の属す

る月の末日までとする。 

（令元規則１３・追加） 

第２節 特定子ども・子育て支援施設等の確認 

（令元規則１３・追加） 

第２３条 法第３０条の１１第１項の確認について、法第５８条の２の規定により施設の設

置者又は事業を行う申請については、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書（第２９

号様式）によるものとする。 

２ 法第５８条の５の規定による変更の届出については、特定子ども・子育て支援施設等確

認変更届（第３０号様式）によるものとする。 

３ 法第５８条の６の規定による確認の辞退については、特定子ども・子育て支援施設等確

認辞退届（第３１号様式）によるものとする。 

（令元規則１３・追加） 

第４章 雑則 

（令元規則１３・旧第６章繰上） 

（委任） 

第２４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

（令元規則１３・旧第２１条繰下） 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年９月１１日規則第５８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年１０月１３日規則第６６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年１１月２日から施行する。ただし、第３号様式から第５号様式

まで、第１０号様式から第１３号様式まで、第１５号様式及び第１６号様式の改正規定は、
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行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第４条（第２項第１号を除く。）の規定は、平成２８年度から施設への入所を

希望する小学校就学前子どもの保護者に係る申請について適用し、平成２７年度以前に施

設に入所した小学校就学前子どもの保護者及び平成２７年度中に施設に入所する小学校

就学前子どもの保護者に係る申請については、なお従前の例による。 

附 則（平成２７年１２月２８日規則第１０２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で現に残存するもの（久留米市子ど

ものための教育・保育給付及び保育の利用手続等に関する規則の一部を改正する規則（平

成２７年久留米市規則第６６号）附則第２項の規定においてなお従前の例によることとさ

れたものを含む。）は、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第７６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の別表第１から別表第３までの規定は、この規則の施行の日以後

に行われる特定教育・保育、特別利用教育の利用に係る利用者負担額及び当該利用に要し

た費用について適用し、同日前に行われた特定教育・保育、特別利用教育の利用に係る利

用者負担額及び当該利用に要した費用については、なお従前の例による。 

附 則（平成２９年１月３１日規則第３号） 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の別表第１及び別表第２の規定は、平成２８年４月１日以後に行

われる特定教育・保育、特別利用教育の利用に係る利用者負担額及び当該利用に要した費

用について適用する。 

３ この規則による改正後の第１号様式、第１号様式の２及び第１０号様式は、平成２９年

度から施設への入所を希望する小学校就学前子どもの保護者に係る申請について適用し、

平成２８年度以前に施設に入所した小学校就学前子どもの保護者及び平成２８年度中に
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施設に入所する小学校就学前子どもの保護者に係る申請については、なお従前の例による。 

附 則（平成２９年３月３１日規則第２５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の別表第１から別表第３までの規定は、この規則の施行の日以後

に行われる特定教育・保育、特別利用教育の利用に係る利用者負担額及び当該利用に要し

た費用について適用し、同日前に行われた特定教育・保育、特別利用教育の利用に係る利

用者負担額及び当該利用に要した費用については、なお従前の例による。 

附 則（平成２９年９月２１日規則第５０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市子どものための教育・保育給付

及び保育の利用手続等に関する規則第１号様式及び第１号様式の２による用紙で、現に残

存するものは、なお使用することができる。 

附 則（平成３０年１０月５日規則第４８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１号様式から第１号様式の６までの改

正規定は、平成３０年１０月９日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の別表第１、別表第２及び別表第３の規定は、平成３０年９月１

日以後に行われる利用者負担額（久留米市子どものための教育・保育給付及び保育の手続

き等に関する規則第１４条第１項に規定する利用者負担額をいう。）の決定について適用

し、同日前に行われた利用者負担額の決定については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市子どものための教育・保育給付

及び保育の利用手続き等に関する規則第１号様式から第１号様式の６までによる用紙で、

現に存在するものは、なお使用することができる。 

附 則（令和元年７月２９日規則第１３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第３条、第５条、第１４条及び第１７条
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の改正規定並びに別表第１から別表第３までを削り、附則の次に別表を加える改正規定は、

令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の第４条及び別表の規定は、令和元年１０月１日以後に行われる

特定教育・保育及び特別利用教育（以下この項において「特定教育・保育等」という。）

について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市子どものための教育・保育給付

及び保育の利用手続等に関する規則の規定による様式で、現に残存するものは、所要の修

正を加え、なお使用することができる。 

附 則（令和２年１０月３０日規則第５４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表（第１４条関係） 

（令元規則１３・追加） 

３号認定を受けた子ども及び２号認定を受けた子どものうち満３歳に達する日以後の

最初の３月３１日までの間にある者の利用者負担額 

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 利用者負担額（月額：円） 

区分 定義 保育短時間 保育標準時間 

第１階層生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に

よる被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

による支援給付受給世帯 

０ ０

第２階層市町村民税非課税世帯 ０ ０

第２階層

１ 

第２階層に該当する要保護者世帯 ０ ０

第３階層市町村民税均等割のみ課税世帯 ８，０００ ８，０００

第３階層

１ 

第３階層に該当する要保護者世帯 ４，０００ ４，０００

第４階層市町村民税所得割課税額が４８，６００円未

満の世帯 

１０，８００ １１，０００

第４階層第４階層に該当する要保護者世帯 ５，４００ ５，５００
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１ 

第５階層市町村民税所得割課税額が４８，６００円以

上５３，０００円未満の世帯 

１３，７００ １４，０００

第５階層

１ 

第５階層に該当する要保護者世帯 ６，８５０ ７，０００

第６階層市町村民税所得割課税額が５３，０００円以

上７０，０００円未満の世帯 

１５，７００ １６，０００

第６階層

１ 

第６階層に該当する要保護者世帯 ７，８５０ ８，０００

第７階層市町村民税所得割課税額が７０，０００円以

上９７，０００円未満の世帯 

１７，６００ １８，０００

第７階層

１ 

第７階層に該当する要保護者世帯のうち、市

町村民税所得割課税額が７７，１０１円未満

の世帯 

８，８００ ９，０００

第８階層市町村民税所得割課税額が９７，０００円以

上１３２，０００円未満の世帯 

２７，０００ ２７，５００

第９階層市町村民税所得割課税額が１３２，０００円

以上１６９，０００円未満の世帯 

３４，８００ ３５，５００

第１０階

層 

市町村民税所得割課税額が１６９，０００円

以上３０１，０００円未満の世帯 

４４，８００ ４５，６００

第１１階

層 

市町村民税所得割課税額が３０１，０００円

以上の世帯 

４８，９００ ４９，８００

備考 

１ この表において「要保護者世帯」とは、次の各号に掲げる世帯をいう。 

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）に規定する配偶

者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は配偶者のない男子で現に児童を

扶養しているものの世帯 

(2) 次に掲げる児（者）を有する世帯 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に定める身体障害者

手帳の交付を受けた者 

イ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）に定める療
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育手帳の交付を受けた者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４

５条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）に定め

る特別児童扶養手当の支給対象児 

オ 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に定める国民年金の障害基礎年金等

の受給者 

(3) その他第１号及び第２号に準ずると認められる世帯 

２ この表において「市町村民税非課税世帯」とは、教育・保育給付認定保護者及び当

該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が教育・保育のあった月の属す

る年度（教育・保育のあった月が４月から８月までの場合にあっては、前年度）分の

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同法第３２８条の

規定によって課する所得割を除く。）を課されない者（市町村の条例で定めるところ

により当該市町村民税を免除された者並びに同法第２９２条第１項第１１号イ中「夫

と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない

者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現

に婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）を

していないもの」と読み替えた場合に同法第２９５条第１項（第２号に係る部分に限

る。）の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第２９２条第

１項第１２号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の

生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつ

た男子であつて、現に婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る場合を含む。）をしていないもの」と読み替えた場合に同法第２９５条第１項の規

定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税

の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）である世帯をいう。 

３ 負担額算定基準子どもが同一世帯に２人以上いる場合、これらの子どものうち出生

の早いものから順次に数えたときに２人目の子どもはこの表により算定される利用

者負担額に１００分の５０を乗じて得た額、３人目以降については０円とする。 

４ 特定被監護者等が２人以上いる場合の満３歳未満保育認定子どもに係る利用者負

担額は、この表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる世帯の区分に応じて、当該各

号に定める額とする。 
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(1) 第３階層から第６階層に該当する世帯（第６階層に該当する世帯にあっては市

町村民税所得割課税額が５７，７００円未満の世帯に限る。） 

ア 政令第１４条第１号イ又はロに掲げる満３歳未満保育認定子ども この表に

より算定される額に１００分の５０を乗じて得た額 

イ 政令第１４条第２号イからハまでに掲げる満３歳未満保育認定子ども ０円 
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第１号様式（第４条関係） 

（令元規則１３・全改） 

第１号様式の２（第４条及び第１１条関係） 

（令元規則１３・全改） 

第１号様式の３（第４条関係） 

（平２９規則５０・追加、平３０規則４８・令元規則１３・一部改正） 

第１号様式の４（第４条関係） 

（平２９規則５０・追加、平３０規則４８・令元規則１３・一部改正） 

第１号様式の５（第４条関係） 

（令元規則１３・全改） 

第１号様式の６（第４条関係） 

（令元規則１３・全改） 

第１号様式の７（第４条関係） 

（平２９規則５０・追加、令元規則１３・一部改正） 

第２号様式（第４条関係） 

（令２規則５４・全改） 

第３号様式（第４条関係） 

（平２７規則６６・全改、令元規則１３・一部改正） 

第４号様式（第４条関係） 

（平２７規則６６・全改、令元規則１３・一部改正） 

第５号様式（第８条関係） 

（平２７規則６６・全改、令元規則１３・一部改正） 

第６号様式（第１２条関係） 

（令元規則１３・旧第７号様式繰上） 

第７号様式（第１２条関係） 

（令２規則５４・全改） 

第８号様式（第１２条関係） 

（令元規則１３・旧第９号様式繰上） 

第９号様式（第１２条関係） 

（令２規則５４・全改） 

第１０号様式（第１３条関係） 
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（平２７規則６６・全改、令元規則１３・旧第１１号様式繰上） 

第１１号様式（第１５条関係） 

（平２７規則６６・全改、令元規則１３・旧第１２号様式繰上・一部改正） 

第１２号様式（第１５条関係） 

（令２規則５４・全改） 

第１３号様式（第１６条関係） 

（令元規則１３・旧第１４号様式繰上・一部改正） 

第１４号様式（第１６条関係） 

（令元規則１３・旧第１４号様式の２繰上・一部改正） 

第１５号様式（第１６条関係） 

（平２７規則６６・全改、令元規則１３・一部改正） 

第１６号様式（第１６条関係） 

（平２７規則６６・全改、令元規則１３・一部改正） 

第１７号様式（第１９条関係） 

第１８号様式（第１９条関係） 

第１９号様式（第２０条関係） 

第２０号様式（第２０条関係） 

第２１号様式（第２１条関係） 

（令元規則１３・追加） 

第２２号様式（第２１条関係） 

（令元規則１３・追加） 

第２２号様式の２（第２１条関係） 

（令２規則５４・追加） 

第２３号様式（第２１条関係） 

（令元規則１３・追加） 

第２４号様式（第２１条関係） 

（令元規則１３・追加） 

第２５号様式（第２１条関係） 

（令２規則５４・全改） 

第２６号様式（第２１条関係） 

（令２規則５４・全改） 



65/65 

第２７号様式（第２１条関係） 

（令２規則５４・全改） 

第２８号様式（第２１条関係） 

（令２規則５４・全改） 

第２９号様式（第２３条関係） 

（令元規則１３・追加） 

第３０号様式（第２３条関係） 

（令元規則１３・追加） 

第３１号様式（第２３条関係） 

（令元規則１３・追加） 

 


